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第１９回川内地域原子力防災協議会作業部会 議事概要 

１．日 時 

令和８年２月２６日（木）１３:３０～１４:２０ 

２．場 所 

  Teams会議 

３．出席者 

（１）国 ： 内閣府、原子力規制庁、経済産業省、 

第十管区海上保安本部、陸上自衛隊西部方面総監部 

（２）関係自治体等 ： 鹿児島県 

（３）オブザーバー ： 薩摩川内市、いちき串木野市、阿久根市、鹿児島市、 

日置市、さつま町、長島町、九州電力株式会社 

（４）庶務 ： 内閣府 沖田推進官、鈴木補佐、那須補佐、 

牧川上席政策調査員、村松主査付 

４．議 題 

（１）「川内地域の緊急時対応」の改定について 

（２）その他 

５．配付資料 

・資料１ 「川内地域の緊急時対応」の改定について（案）

・資料２ 「川内地域の緊急時対応」（概要版）（案）

・資料３ 「川内地域の緊急時対応」（全体版）（案）

・資料４ 防護措置としての屋内退避の考え方及びその運用について（案）

・資料５ 原子力災害対策指針に関するＱ＆Ａ（屋内退避編）（案）

６．概 要 

（１）「川内地域の緊急時対応」の改定について 

  〇内閣府から、資料１、資料２、資料３については令和８年３月中に開催予定

の川内地域原子力防災協議会の資料として使用する旨、また、資料４、資料

５については令和８年２月１８日の原子力規制委員会において公表された

ものであり、これらの内容を踏まえて資料３の５４ページ及び５５ページ

を整理した旨、説明があった。 

○内閣府から、資料３に基づき、「川内地域の緊急時対応」における前回作業

部会開催時からの修正箇所等について説明があった。

○鹿児島県から、資料３の５５ページにおける「屋内退避が長期化した場合

等必要と認める場合は、状況に応じ、食料品、医薬品等の生活物資の小売業
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者に営業を呼びかけ。」との記載に関し、呼びかけの主体等に関する今後の

検討の方向性について質問があった。これに対し内閣府からは、事業者の

規模及び災害想定等により適切なアプローチも異なると考えているところ、

今後検討を進める過程において、鹿児島県にも適切な時期に説明や相談を

したいとの回答があった。 

○鹿児島県から、屋内退避に関する運用は、「緊急時対応」に記載された内容

だけでなく、改正後の原子力災害対策指針や屋内退避に関する同指針関連

文書（以下「改正指針等」という。）の内容も踏まえて運用していくという

認識でよいかとの質問があった。これに対し内閣府からは、「緊急時対応」

に加えこれらの文書の内容を踏まえた対応をしていく旨の回答があった。 

○鹿児島県から、改正指針等の防災基本計画への反映方針に関する質問があ

った。これに対し内閣府からは、防災基本計画の修正等については、内閣府

防災担当による総合調整のもと毎年実施されており、原子力規制庁と内閣

府防災担当の間で防災基本計画への盛り込み方を検討していると聞いてい

るので、情報を提供できる段階になれば積極的に情報提供していきたいと

の回答があった。また、原子力規制庁からは、防災基本計画の修正に係る具

体的な内容は内閣府防災担当と調整中であるものの、昨年の指針改正によ

って盛り込まれた主な事項については、防災基本計画にも反映させる方向

で検討している旨の回答があった。 

○内閣府から、仮に今後、誤記や表現ぶり等の内容に関わらない修正点が見

つかった場合には、鹿児島県に相談の上、川内地域原子力防災協議会に報

告する改定案に反映をさせる旨の連絡があった。 

○内閣府が「川内地域の緊急時対応」の改定案に対する修正意見がないこと

を確認し、作業部会として同案を取りまとめ、川内地域原子力防災協議会

に報告することが了承された。 

 

（２）その他 

○特になし。 

以 上 


